
第１部 基本的考え方 

 

我が国における男女共同参画社会の形成は、日本国憲法に男女平等の理念がうたわれたことが大

きな契機となり、戦後の国際社会における取組とも連動しながら、着実に進められてきた。この不

断の努力は平成 11 年に男女共同参画社会基本法の成立というかたちで結実し、我が国の男女共同

参画社会の形成は新たな段階に入ったと言える。 

しかしながら、男女共同参画社会の実現にはなお一層の努力が必要である。女性も男性もすべて

の個人が、互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、性別にかかわりなく、その個

性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現は、21 世紀を迎えた我が国社会にとって最重

要課題であることは言をまたない。男女共同参画社会を実現することで、社会全体の活力が増し、

人々が将来への夢を持てるようになると確信する。 

政府においては、男女共同参画社会基本法に基づき、平成 12 年に男女共同参画基本計画（以下

「第１次基本計画」という。）を閣議決定し、総合的かつ計画的な取組を進めてきた。今般、これ

までの取組を評価・総括し、新しい基本計画を策定する。 

 

男女共同参画社会として目指すべき社会の将来像は次のようなものである。 

① 「政策・方針決定過程の場に女性が参画すること」によって、新しい視点が提起され、様々な

人の立場を考慮した政策の立案・実施が可能になる。 

② 「職場における性差別が解消すること」及び「仕事と家庭の両立支援策が進むこと」によって、

女性が働きやすくなるだけでなく、男性にとっても働きやすい職場環境が確保され、多様性に富

んだ職場環境が人々を活性化することを通じて企業活動も活発となる。 

③ 「家庭における男女共同参画が促進されること」によって、親と子どもの関係が改善され、男

女とも子どもと関わる喜びを体験し得る。 

④ 「地域社会の活動が評価されて男女共同参画が促進されること」によって、人々は職場中心の

生き方だけでなく、男女とも、多様な価値観に基づいて、地域活動、ボランティア、家庭生活、

学習活動等、様々な生き方を自ら選択することが可能になる。 

⑤ 「国際的な動向を踏まえつつ男女共同参画を推進し、支援や発言を積極的に行うこと」によっ

て、地球社会における男女共同参画にも貢献し、また、世界での活躍の場も拡がっていく。 

 

１．男女共同参画基本計画の基本的考え方と経緯等 

（１）男女共同参画基本計画 

 本計画は、男女共同参画社会基本法に基づく、男女共同参画に係る法定計画である。 

 男女共同参画社会基本法は、第 13 条において、政府が、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計

画である男女共同参画基本計画を策定しなければならないことを規定している。 

 

（２）第１次基本計画策定後の主な取組 

 内閣機能強化の一環として平成 13 年に設置された内閣府に、重要政策会議の一つとして男女共

同参画会議が設置され、内部部局として男女共同参画局が設置されるなど、男女共同参画に関する

推進体制が強化された。 

男女共同参画会議においては、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針等の調査審

議、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況の監視及び政府の施策が男女共同参画

社会の形成に及ぼす影響の調査が行われてきた。 

男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針等については、平成 13 年に「仕事と子育

ての両立支援策の方針」を、平成 14 年に施策についての苦情の処理及び人権侵害における被害者

の救済に関する取組の推進方策を取りまとめるとともに、内閣総理大臣からの検討指示を受け検討

を進めてきた「女性のチャレンジ支援策の推進」について、平成 15 年に会議決定を行い、これを

踏まえ、社会のあらゆる分野において指導的地位に女性が占める割合が 2020 年までに少なくとも
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30％程度になることを期待し、各分野における自主的な取組が進められることを奨励している。 

また、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況の監視については、平成 14 年に

国の審議会等委員への女性の参画の促進、女性国家公務員の採用・登用等の促進及び「仕事と子育

ての両立支援策の方針」に係る施策について、平成 15 年に男女共同参画にかかわる情報の収集・

整備・提供について、平成 16 年に男女共同参画社会の視点に立った政府開発援助（ＯＤＡ）の推

進及び国際規範・基準の国内への取り入れ・浸透について会議決定を行った。 

さらに、政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響の調査については、男女共同参画会

議に置かれた影響調査専門調査会において、平成 14 年に「ライフスタイルの選択と税制・社会保

障制度・雇用システム」について、平成 16 年に「ライフスタイルの選択と雇用・就業に関する制

度・慣行」について報告を取りまとめた。 

 

（３）男女共同参画基本計画改定の経緯 

 内閣総理大臣は、平成 16 年７月、男女共同参画会議に対し、男女共同参画基本計画策定後の男

女共同参画社会の形成に関連する国内外の様々な状況の変化を考慮の上、政府において男女共同参

画基本計画を策定していく際の基本的な考え方について諮問した。 

 同諮問に対して、男女共同参画会議は、男女共同参画基本計画に関する専門調査会及び女性に対

する暴力に関する専門調査会において広く国民各層の意見を求めつつ調査審議を進め、平成 17 年

７月、「男女共同参画基本計画改定に当たっての基本的な考え方―男女がともに輝く社会へ―」を

答申した。 

 政府は、同答申を踏まえ、男女共同参画基本計画を改定することとした。 

 

２．男女共同参画基本計画（第２次）の構成と重点事項 

（１）男女共同参画基本計画（第２次）の構成 

男女共同参画基本計画（第２次）は、総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の大綱として、第１部において、男女共同参画基本計画の基本的考え方と構成、重

点事項を示し、第２部において、施策の目標、基本的方向及び具体的な施策の内容を示した。第３

部においては、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な方策を示した。 

 第２部では、12 の重点分野を掲げ、それぞれについて、「施策の基本的方向」において平成 32

年（西暦 2020 年）までを見通した、長期的な政策の方向性を記述し、「具体的施策」において平成

22 年(西暦 2010 年)度末までに実施する具体的施策を記述した。 

 これらの取組を総合的かつ計画的に推進するための体制の整備・強化については第３部に記述し

た。 

 なお、平成 22 年（西暦 2010 年）度には、計画全体について見直しを行う。 

 男女共同参画社会の形成に当たっては、国だけでなく、地方公共団体や国民各層の取組も重要で

ある。このため、政府においては、地方公共団体、国民各層との連携をより一層深めつつ、本計画

に掲げた施策を着実に推進し、男女共同参画社会の形成を期することとする。 

 

（２）男女共同参画基本計画（第２次）の重点事項 

 本計画において、特に重点的に取り組むべきと考える事項及び新たに盛り込んだ事項のうち、主

なものは次のとおりである。 

① 2020年までに、社会のあらゆる分野において指導的地位に女性が占める割合が少なくとも30％

程度になるよう期待し、各分野における取組を促進する。その際、ジェンダー・エンパワーメン

ト指数（ＧＥＭ）（＊）が 2005 年において 80 か国中 43 位であり改善が進んでいないことも踏ま

え、管理職への女性の登用などにつき、それぞれの分野における達成状況を常に検証しつつ施策

を進める。 

＊ジェンダー・エンパワーメント指数（ＧＥＭ）：国連開発計画（ＵＮＤＰ）が毎年「人間開発報告

書」において公表。女性が政治及び経済活動に参加し、意思決定に参加できるかどうかを測るもの。

具体的には、国会議員に占める女性割合、専門職・技術職に占める女性割合、管理職に占める女性割
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合及び男女の推定所得を用いて算出している。 

② チャレンジしたい女性が、いつでも、どこでも、誰でもチャレンジできるよう、女性のチャレ

ンジ支援策を更に推進する。その際、女性のチャレンジの実態を把握するための指標の開発と普

及を行う。また、一旦家庭に入った女性が再チャレンジ（再就職、起業等）したい場合の支援策

を充実する。さらに、育児等を理由に退職した者が再就職する場合に、正社員も含めて門戸が広

がるよう、企業等の積極的な取組を促す。 

③ 雇用分野において実質的な男女の均等を確保するための方策についての検討の結果を踏まえ

適切に対応し、更なる男女雇用機会均等の推進を図る。 

④ 男女が安心して子どもを産み育て、家族としての責任を果たすことができる社会を形成してい

くことは重要である。仕事と家庭・地域生活の両立支援策を推進するため、特に男性も含めた働

き方の見直しを大幅かつ具体的に進める。短時間正社員など公正な処遇が図られた多様な働き方

の導入を目指す。公務員については、常勤の国家公務員に育児・介護のための短時間勤務制度を

導入する。 

また、短時間労働者への厚生年金の適用の在り方について、検討を進める。 

⑤ 新たな取組を必要とする分野（科学技術、防災（災害復興を含む）、地域おこし、まちづくり、

観光、環境）における男女共同参画を推進する。 

⑥ 生涯を通じた健康の保持増進を図るに当たり、性差に応じた的確な医療である性差医療（＊）

を推進する。 

＊性差医療：1980 年代以降、米国において様々な疾患の原因、治療法が男女で異なることが分かって

きたことから、始められた医療。疾患における性差の例としては、狭心症について、男性は心臓表面

の太い血管の流れが悪くなることによるものが多いが、女性は、心筋の微小な血管の流れが悪くなる

ことによるものが多いことが挙げられる。 

⑦ 男女共同参画社会の形成の男性にとっての意義と責任や、地域・家庭等への男性の参画を重視

した広報・啓発活動を推進する。 

⑧ 学校、家庭、地域、職場など社会のあらゆる分野において男女平等を推進する教育・学習の充

実を図る。また、生涯学習社会の形成を促進するための施策を講じることを通じて、2015 年まで

にすべての教育レベルにおける男女格差を解消することを達成目標としている 2000 年のミレニ

アム国連総会で合意された「ミレニアム開発目標」の実現に努める。 

⑨ 社会的認識の徹底等女性に対する暴力を根絶するための基盤整備を行うとともに、暴力の形態

に応じた幅広い取組を総合的に推進する。 

⑩ 本計画に掲げた分野を含むあらゆる分野において男女共同参画の視点に立って関連施策を立

案・実施し、男女共同参画社会の実現を目指す。 
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